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議案第９号資料 

鶴ヶ島市介護保険条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（保険料率） （保険料率） 

第７条 令和６年度から令和８年度までの各年度に

おける保険料率は、次の各号に掲げる第１号被保

険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額と

する。 

第７条 令和３年度から令和５年度までの各年度に

おける保険料率は、次の各号に掲げる第１号被保

険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額と

する。 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 ２６，４８１円 

(1) 介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２

号。以下「令」という。）第３９条第１項第１

号に掲げる者 ２７，０００円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３９，

８６７円 

(2) 令第３９条第１項第２号に掲げる者 ３７，

８００円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４０，

１５８円 

(3) 令第３９条第１項第３号に掲げる者 ４０，

５００円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ４９，

４７０円 

(4) 令第３９条第１項第４号に掲げる者 ４３，

２００円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ５８，

２００円 

(5) 令第３９条第１項第５号に掲げる者 ５４，

０００円 

(6) 次のいずれかに該当する者 ６６，９３０円 (6) 次のいずれかに該当する者 ６２，１００円 

ア 略 

イ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

第６条第２項に規定する要保護者（以下「要

保護者」という。）であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ（(1)

に係る部分を除く。）、次号イ、第８号イ、

第９号イ、第１０号イ、第１１号イ、第１２

号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１５号

イに該当する者を除く。） 

ア 略 

イ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）

第６条第２項に規定する要保護者（以下「要

保護者」という。）であって、その者が課さ

れる保険料額についてこの号の区分による額

を適用されたならば保護を必要としない状態

となるもの（令第３９条第１項第１号イ

（(1)に係る部分を除く。）、次号イ、第８

号イ、第９号イ、第１０号イ、第１１号イ又

は第１２号イに該当する者を除く。） 

(7) 次のいずれかに該当する者 ７２，７５０円 (7) 次のいずれかに該当する者 ６７，５００円 

ア 略 

イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係

る部分を除く。）、次号イ、第９号イ、第１

０号イ、第１１号イ、第１２号イ、第１３号

イ、第１４号イ又は第１５号イに該当する者

を除く。） 

ア 略 

イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係

る部分を除く。）、次号イ、第９号イ、第１

０号イ、第１１号イ又は第１２号イに該当す

る者を除く。） 
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(8) 次のいずれかに該当する者 ７８，５７０円 (8) 次のいずれかに該当する者 ７２，９００円 

ア 略 

イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係

る部分を除く。）、次号イ、第１０号イ、第

１１号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４

号イ又は第１５号イに該当する者を除く。） 

ア 略 

イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係

る部分を除く。）、次号イ、第１０号イ、第

１１号イ又は第１２号イに該当する者を除

く。） 

(9) 次のいずれかに該当する者 ８４，３９０円 (9) 次のいずれかに該当する者 ７８，３００円 

ア 合計所得金額が４２０万円未満である者で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しない

もの 

ア 合計所得金額が４００万円未満である者で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しない

もの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係

る部分を除く。）、次号イ、第１１号イ、第

１２号イ、第１３号イ、第１４号イ又は第１

５号イに該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係

る部分を除く。）、次号イ、第１１号イ又は

第１２号イに該当する者を除く。） 

(10) 次のいずれかに該当する者 ９０，２１０円  

ア 合計所得金額が５２０万円未満である者で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しない

もの 

 

イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係

る部分を除く。）、次号イ、第１２号イ、第

１３号イ、第１４号イ又は第１５号イに該当

する者を除く。） 

 

(11) 次のいずれかに該当する者 ９６，０３０円 (10) 次のいずれかに該当する者 ８３，７００円 

ア 合計所得金額が６２０万円未満である者で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しない

もの 

ア 合計所得金額が６００万円未満である者で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しない

もの 

イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係

る部分を除く。）、次号イ、第１３号イ、第

１４号イ又は第１５号イに該当する者を除

イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係

る部分を除く。）、次号イ又は第１２号イに

該当する者を除く。） 
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く。） 

(12) 次のいずれかに該当する者 １０１，８５０

円 

 

ア 合計所得金額が７２０万円未満である者で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しない

もの 

 

イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係

る部分を除く。）、次号イ、第１４号イ又は

第１５号イに該当する者を除く。） 

 

(13) 次のいずれかに該当する者 １０７，６７０

円 

(11) 次のいずれかに該当する者 ８９，１００円 

ア 略 ア 略 

イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係

る部分を除く。）、次号イ又は第１５号イに

該当する者を除く。） 

イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係

る部分を除く。）又は次号イに該当する者を

除く。） 

(14) 次のいずれかに該当する者 １１３，４９０

円 

 

ア 合計所得金額が９００万円未満である者で

あり、かつ、前各号のいずれにも該当しない

もの 

 

イ 要保護者であって、その者が課される保険

料額についてこの号の区分による額を適用さ

れたならば保護を必要としない状態となるも

の（令第３９条第１項第１号イ（（１）に係

る部分を除く。）又は次号イに該当する者を

除く。） 

 

(15) 次のいずれかに該当する者 １１９，３１０

円 

(12) 次のいずれかに該当する者 ９４，５００円 

ア～イ 略 ア～イ 略 

(16) 前各号のいずれにも該当しない者 １２５，

１３０円 

(13) 前各号のいずれにも該当しない者 ９９，９

００円 

２ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８

年度までの各年度における保険料率は、同号の規

定にかかわらず、１６，５８７円とする。 

２ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５

年度までの各年度における保険料率は、同号の規

定にかかわらず、１６，２００円とする。 
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３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８

年度までの各年度における保険料率は、同号の規

定にかかわらず、２８，２２７円とする。 

３ 第１項第２号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５

年度までの各年度における保険料率は、同号の規

定にかかわらず、２７，０００円とする。 

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和６年度から令和８

年度までの各年度における保険料率は、同号の規

定にかかわらず、３９，８６７円とする。 

４ 第１項第３号に掲げる第１号被保険者について

の保険料の減額賦課に係る令和３年度から令和５

年度までの各年度における保険料率は、同号の規

定にかかわらず、３７，８００円とする。 

５ 略 ５ 略 

 

 


